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令和4年度指定管理者モニタリング外部評価結果

・利用者数があまりにも少ない。カフェを併設するなどの工夫が必要
・少額な予算で運営されている施設ですので、軽微な修繕にも対応が困難であると感じる。これか
ら修繕の予定があると説明がありましたが、存続できるかどうか議論が必要である。担当課があ
きらめないでいただきたい。
・事業内容をしっかり把握して立ちなおしてください。
・人の集まる民俗資料館の工夫をもう少し考えてほしい。

概ね水準を満たしているが、改善点がある

関市武芸川民俗資料館



施 　設 　名 関市武芸川民俗資料館

所　 在 　地 関市武芸川町八幡１５６６番地

指定管理者 武芸川まちづく り委員会

担 当 部 課 関市協働推進部文化課

指 定 期 間 令和２年４月１日～令和７年３月３１日

１ 総合評価

令和３年度 指定管理者モニタリング結果票

８ 経営の健全性

９ 課題・業務改善への考え方

　必要最低限の人員、資源で運営されている。昔の暮らしを「 生」 で見られる施設も必要と思われるが、ふるさ
と館へ統合するなどあってもよいのではと考える。

　昔の生活用品や農具などを展示し、家族のふれあいや昔を懐かしむ場として利用されていると考えられる。

　正面建物のパターゴルフを楽しんだ方々 に主に利用されており、賑わっている。岐阜市に近いこともあり、ウ
オーキングコースの立ち寄り所としてもらうなどしている。

　指定管理者は武芸川まちづく り委員会であり、正面建物のパターゴルフ管理所勤務者により管理されている。

　来館時及び定期的な清掃等により適正に管理されている。

　今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため行われなかったが、市内小学校生徒の社会科見学を受け入れ
る体制があることにより地域の歴史への関わりを持つ機会を設けており地域に貢献していると考えられる。

　通常は隣接建物管理者により管理され、必要に応じ文化財保護センター職員により説明等が行われるため管理
経費が抑えられている。

　児童生徒に、なじみのなく なりつつある昔の暮らしを体験してもらうなどあってもよいのではと考える。

　適正な維持管理により経費を抑えており、健全な経営と判断する。

２ 合目的性・公平性・効果性（施設の目的との合致、市民の平等利用の確保、施設の効用発揮）

３ 機能性・独創性（事業への具体的な取組方）

４ 責任性・実効性（施設の運営体制・組織）

５ 安定性・安全性（管理の安定性と安全管理、緊急時等での対応）

６ 社会性・貢献性（地域への貢献、環境への配慮等）

７ 効率性・経済性（経費の縮減と収入の増加対策）



施 　設 　名

指定管理者

担 当 部 署

収入額（円）

うち市からの指定管理料（円）

他の主な収入内容

使用料の受入先 ー

○（どちらかに ） ー

支出額（円）

主な支出内容

差引（円）

損益の処理方法 〇

○（どちらかに ）

職員数（人）

内パート等の人数（人）

令和元年度

39

219,264

50,000

その他（具体的に）

施設保守管理費

34,407

150,000

繰越金

190,209

市

184,857

4,665 4,456

過去3か年の運営状況

194,665

190,000

関市武芸川民俗資料館

武芸川まちづくり委員会

令和2年度

14

協働推進部　文化課

令和3年度

184,407

利用者数（人） 122

収入

差引

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

職員数

指定管理者

施設保守管理費
支出

繰越金

指定管理者

179,742

繰越金

施設保守管理費


